
保護者の皆様へ 

 

就学援助について（お知らせ）【平成２３年度】 

 

 市川市では、経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者の方に、学校教育に必要な貹用

を援助しております。希望される方は、申請書を学校に提出してください。 

 

○対象となる方（市川市に居住し、下記１または２に該当される方） 

１． 生活保護を受けている方。 

２． 生活保護世帯に準ずる程度に経済的にお困りの方。 

（市民税が非課税【住宅買換等の特例などを除く】・児童扶養手当の受給・所得が低く、 

児童生徒に義務教育を受けさせることが困難な方など） 

認定の目安（所得による審査の場合） 

家 族 構 成（４人世帯の例） 所得限度額（持家） 所得限度額（借家） 

ケース１ 父(35歳)母(32歳)子(小1)子(4歳) 約２５９万４千円 約３３８万３千円 

ケース２ 父(45歳)母(42歳)子(中1)子(小4) 約２９１万５千円 約３７０万５千円 

※１ この表は、平成２３年度認定のおよその目安です。家族構成、年齢などによって所得限度額

は、変わりますので、あくまでも参考として例示しています。詳しくは教育委員会就学支援

課までお問い合わせください。 

※２ 所得限度額は、給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をいい、事業所 

得者の場合、「年間収入金額から必要経貹を差し引いた額」をいいます。 

※３ 所得は、世帯全員のものを合算します。同じ住所の祖父母等は住民票が別でも世帯人数に含

みます。 

 

○手続きの方法 

 学校の事務室にあります申請書に所定の事項を記入のうえ（印鑑が必要です。）申請に必要な書類

を添えて学校に提出してください。（詳細は、裏面をご覧ください。）生活保護を受けている方は、

添付書類は不要です。 

 ４月認定を希望される方は、４月２８日までに申請書を学校に提出してください。 

なお、５月以降の申請については、随時受付となります。（毎月１５日が締切日。） 

 

○就学援助費の内容 

１．就学奨励貹 注）①生活保護を受けている方は、4・6・8のみ対象。 

② 3については、小・中学校新１年生のうち４月

認定の方に支給。 

③医療貹は、学校の定期健康診断で治療の指示を

受けた方に交付。 

（対象となる疾病：う歯(むし歯)・慢性副鼻腔炎・

ｱﾃﾞﾉｲﾄﾞ・中耳炎・ﾄﾗｺｰﾏ・結膜炎・白癬・疥癬・ 

 膿か疹・寄生虫病（ｱﾚﾙｷﾞｰ性は対象外） 

④体育実技用具貹は、体育の授業で使用する柔道 

   着で、平成23年度認定後の購入貹用に限る。 

２．学用品・通学用品貹 

３．新入学児童・生徒援助貹 

４．校外活動貹（宿泊を伴わないもの） 

５．校外活動貹（宿泊を伴うもの） 

６．修学旅行貹 

７．学校給食貹 

８．医療貹（医療券を交付します。） 

９．体育実技用具貹（中学校のみ） 

 

○認定可否の通知 

 ４月認定の可否は、６月上旬頃に学校を通して各家庭にお知らせします。 

 また、年度途中で申請された方には、１～２ヶ月程で学校を通して各家庭にお知らせします。 

○申請についての注意事項 

 ２２年度に就学援助を受けており、すでに学校で継続申請をされた方は、申請をする必要はあり

ません。 

※裏面もご覧ください。 



就学援助申請の添付書類について 

 

 

 就学援助の申請には、就学援助申請書裏面に記載されている、申請の事由に応じた書類の添付が

必要です。 

 

 

【主な申請事由の添付書類】 

申請 

事由 

申請の事由 添付する書類 

1 生活保護を受けている 添付書類は、必要なし。 

 

3 市民税が非課税となった 非課税証明書 

（同居されている方全員の非課税証明書が必要です。） 

※居住用財産の買換等の特例などによるものを除く。 

6 国民年金保険料が減免された 年金事務所から送付された「国民年金保険料免除・納付

猶予申請承認通知書」の写し。 

（全額免除となったもの。） 

7 児童扶養手当が支給された 「児童扶養手当証書」の写し 

（有効期限と氏名及び住所がわかるようにコピー） 

10 1~9 に該当しないが、経済的な

理由により申請する場合 

前年の収入状況を証明する書類 

（同居されている方全員の証明書が必要です。） 

①給与等の源泉徴収票の写し 

②公的年金等の源泉徴収票の写し 

③確定申告書（第一表と第二表）の写し 

④支払証明書   など 

※申請時に収入がなくても、前年に収入がある場合は、 

書類の提出が必要です。 

 

※申請の事由１０番の場合で、持家以外の方は保護者名義の

賃貸契約書等の写しを添付してください。添付がない場合

は、持ち家世帯での審査となります。 

 

 

【非課税証明書の交付手数料について】 

就学援助申請に添付する非課税証明書の交付手数料は、使用目的を申し出ることにより免除さ

れます。（市川市発行のもの） 

 

＊取り扱い窓口＊  

市川市役所納税課、行徳支所税務課、大柏出張所、南行徳市民センター 

 

 

詳しくは、各学校または教育委員会就学支援課へお問い合わせください。 

（問い合わせ先）              

市川市教育委員会 教育総務部 就学支援課 

電 話 ０４７（７０４）０２５６【直通】 


